
近江八幡市告示第１５号 

近江八幡市ささえあい商助推進事業者登録制度実施要綱を次のように制定す

る。 

 平成３０年１月３１日 

 

近江八幡市長 冨士谷 英 正       

 

近江八幡市ささえあい商助推進事業者登録制度実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４

５第２項第５号、近江八幡市介護保険条例（平成２２年近江八幡市条例第１

６０号）第４２条第２項並びに近江八幡市地域支援事業等に関する規則（平

成２２年近江八幡市規則第１２８号）第１２条第５号及び第１５条の４の規

定に基づく事業として、高齢者等の自立した日常生活を支援する近江八幡市

ささえあい商助推進事業者（以下「商助推進事業者」という。）の登録に関

し必要な事項を定め、高齢者等が住み慣れた地域において安心して暮らすこ

とのできるまちづくりに資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「商助」とは、近江商人の売り手よし、買い手よし、

世間よしの三方よしの精神にのっとり、事業者が本来業務に加え地域への貢

献に努力し、商いが地域を助け、地域が商いを助ける仕組みを、高齢者等の

自立した生活の支援体制の整備及び地域づくりに活かすことをいう。 

（登録事業者の資格） 

第３条 商助推進事業者は、市内に本店、支店、営業所等事業活動の主体を置

く企業及び事業者又は近江八幡市高齢者安心見守り活動事業実施要綱（平成

２６年近江八幡市告示第１３２－２号）第２条に規定する協力事業者であっ

て、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

 ⑴ 市税を滞納している者 



 ⑵ 宗教活動、政治活動その他公序良俗に反する活動を目的とする者 

 ⑶ 自己若しくはその家族及び同居人又は自社若しくは自社の役員等が、次

のいずれかに該当している者 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団を

いう。） 

  イ 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。） 

  ウ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

  エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持又は運営に協力又は関与して

いる者 

  オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  カ イからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これ

を不当に利用するなどしている者 

（登録） 

第４条 市長は、前条の登録事業者の資格を有する者のうち、次の各号のいず

れにも適合し、第１条の目的の推進に寄与すると認めるものを、商助推進事

業者として登録することができる。 

 ⑴ 高齢者の能力を活用する事業者であること。 

 ⑵ 高齢者のニーズの把握と高齢者に必要な情報の提供を行う事業者である

こと。 

 ⑶ 従業員に向け、認知症等に対する定期的な学習の機会を持つ事業者であ

ること。 

 ⑷ 次に掲げる取組内容のいずれかについて、確実に実施できる事業者であ

ること。 

 ア 高齢者にとって安心できる環境をつくること。 

 イ 高齢者の生活支援を実施すること。 



 ウ 高齢者の移動支援を実施すること。 

 エ 高齢者の社会参加の機会をつくること。 

 オ 高齢者の交流のための場を提供すること。 

（申請） 

第５条 商助推進事業者として登録を希望する者は、次に掲げる書類に必要な

書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 近江八幡市ささえあい商助推進事業者登録申請書（別記様式第１号） 

 ⑵ 市税納付状況調査同意書（別記様式第２号） 

 ⑶ 近江八幡市ささえあい商助推進事業者登録誓約書（別記様式第３号） 

（審査） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要に応じて行う実

地調査等により、第３条に規定する資格及び第４条に規定する要件に適合す

るかを審査し、登録の可否を決定するものとする。 

（登録証の交付等） 

第７条 市長は、第４条の規定による登録を行ったときは、近江八幡市ささえ

あい商助推進事業者登録証（別記様式第４号。以下「登録証」という。）を

当該商助推進事業者に交付する。 

２ 市長は、登録した商助推進事業者について、市のホームページ、広報等に

より広く周知するとともに、当該商助推進事業者に対し、高齢者福祉に係る

情報提供その他の必要な支援を行うものとする。 

（変更の届出） 

第８条 登録を受けた商助推進事業者は、第５条の申請の内容に変更が生じた

ときは、近江八幡市ささえあい商助推進事業者登録変更届出書（別記様式第

５号）を市長に提出しなければならない。 

（登録の取消し） 

第９条 市長は、登録した商助推進事業者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、その登録を取り消すことができる。 

 ⑴ 商助推進事業者が、第３条に規定する資格又は第４条に規定する要件に



適合しなくなったとき。 

 ⑵ 商助推進事業者から、登録の取消しの申出があったとき。 

 ⑶ その他市長が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、近江八幡市ささえあ

い商助推進事業者登録取消し通知書（別記様式第６号）により、当該商助推

進事業者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定により登録を取り消された商助推進事業者は、速やかに登録

証を返還しなければならない。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成３０年２月１日から施行する。 

 


